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第
六
十
条
の
四
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

審
判
長
は
、
鑑
定
人
に
書
面
で
意
見
を
述
べ
さ
せ
る
場
合
に
は
、
鑑
定
人
の
意
見
を
聴
い
て
、
当
該
書
面
を
提

出
す
べ
き
期
間
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
十
条
の
四
の
次
に
次
の
四
条
を
加
え
る
。

（
鑑
定
人
に
更
に
意
見
を
求
め
る
事
項
）

第
六
十
条
の
四
の
二

特
許
法
第
百
五
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
民
事
訴
訟
法
第
二
百
十
五
条
第
二
項
の
申
立
て

を
す
る
と
き
は
、
同
時
に
、
鑑
定
人
に
更
に
意
見
を
求
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
審
判
長
の
定
め
る
期
間
内
に
提
出
す
れ
ば
足
り
る
。

２

審
判
官
は
、
職
権
で
鑑
定
人
に
更
に
意
見
を
述
べ
さ
せ
る
と
き
は
、
当
事
者
及
び
参
加
人
に
対
し
、
あ
ら
か
じ

め
、
鑑
定
人
に
更
に
意
見
を
求
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

相
手
方
は
、
前
二
項
の
書
面
に
つ
い
て
意
見
が
あ
る
と
き
は
、
意
見
を
記
載
し
た
書
面
を
審
判
長
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

審
判
官
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
書
面
の
内
容
及
び
前
項
の
意
見
を
考
慮
し
て
、
鑑
定
人
に
更
に
意
見
を
求

め
る
事
項
を
定
め
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
鑑
定
人
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
映
像
等
の
送
受
信
に
よ
る
通
話
の
方
法
に
よ
る
陳
述
）

第
六
十
条
の
四
の
五

特
許
法
第
百
五
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
民
事
訴
訟
法
第
二
百
十
五
条
の
三
に
規
定
す
る

方
法
に
よ
つ
て
鑑
定
人
に
意
見
を
述
べ
さ
せ
る
と
き
は
、
当
事
者
及
び
参
加
人
の
意
見
を
聴
い
て
、
審
判
長
が
当

事
者
及
び
参
加
人
を
特
許
庁
に
出
頭
さ
せ
、
鑑
定
人
を
当
該
手
続
に
必
要
な
装
置
の
設
置
さ
れ
た
場
所
で
あ
つ
て

審
判
長
が
相
当
と
認
め
る
場
所
に
出
頭
さ
せ
て
こ
れ
を
す
る
。

２

前
項
の
場
合
に
は
、
文
書
の
写
し
を
送
信
し
て
こ
れ
を
提
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
手
続
の
実
施
に
必
要
な
処
置

を
行
う
た
め
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
十
一
条
第
二
項
中
「
規
定
に
よ
る
」
を
「
所
得
税
法
第
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
非
居
住
者
（
第
七

十
四
条
に
お
い
て
「
非
居
住
者
」
と
い
う
。）に
関
す
る
」
に
、
同
条
第
四
項
中
「
規
定
に
よ
る
」
を
「
所
得
税
法
第

二
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
外
国
法
人
（
第
七
十
四
条
に
お
い
て
「
外
国
法
人
」
と
い
う
。）に
関
す
る
」
に
改

め
る
。

第
七
十
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
第
一
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
申
請
人
の
印
を
押
す
こ
と
を
要
し
な
い
。

第
七
十
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
第
一
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
申
請
人
の
印
を
押
す
こ
と
を
要
し
な
い
。

第
七
十
四
条
第
三
項
中
「
所
得
税
法
第
二
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
」
及
び「（
次
項
に
お
い
て「
外
国
法
人
」

と
い
う
。）」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
所
得
税
法
第
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
」
を
削
り
、
同
条
の
次
に

次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
既
納
の
特
許
料
の
返
還
の
請
求
の
様
式
）

第
七
十
五
条

特
許
法
第
百
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
許
料
の
返
還
の
請
求
は
、
様
式
第
七
十
三
に
よ
り
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
審
査
請
求
料
の
返
還
の
請
求
の
様
式
）

第
七
十
六
条

特
許
法
第
百
九
十
五
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
出
願
審
査
の
請
求
の
手
数
料
の
返
還
の
請
求
は
、
様

式
第
七
十
四
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
過
誤
納
の
手
数
料
の
返
還
の
請
求
の
様
式
）

第
七
十
七
条

特
許
法
第
百
九
十
五
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
手
数
料
の
返
還
の
請
求
は
、
様
式
第
七
十
五
に
よ

り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

様
式
第
十
三
の
備
考
15
、
様
式
第
十
四
の
備
考
７
及
び
様
式
第
十
五
の
二
の
備
考
８
中
「国

等

」
を
「国

」
に
改

め
る
。

（
質
問
の
順
序
）

第
六
十
条
の
四
の
三

審
判
長
は
、
特
許
法
第
百
五
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
民
事
訴
訟
法
第
二
百
十
五
条
の
二

第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
い
つ
で
も
、
自
ら
鑑
定
人
に
対
し

質
問
を
し
、
又
は
当
事
者
若
し
く
は
参
加
人
の
質
問
を
許
す
こ
と
が
で
き
る
。

２

陪
席
審
判
官
は
、
審
判
長
に
告
げ
て
、
鑑
定
人
に
対
し
質
問
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

当
事
者
又
は
参
加
人
の
鑑
定
人
に
対
す
る
質
問
は
、
次
の
順
序
に
よ
る
。
た
だ
し
、
一
方
の
当
事
者
又
は
参
加

人
及
び
他
方
の
当
事
者
又
は
参
加
人
の
双
方
が
鑑
定
の
申
出
を
し
た
場
合
に
お
け
る
当
事
者
又
は
参
加
人
の
質
問

の
順
序
は
、
審
判
長
が
定
め
る
。

一

鑑
定
の
申
出
を
し
た
当
事
者
又
は
参
加
人
の
質
問

二

相
手
方
の
質
問

三

鑑
定
の
申
出
を
し
た
当
事
者
又
は
参
加
人
の
再
度
の
質
問

４

当
事
者
又
は
参
加
人
は
、
審
判
長
の
許
可
を
得
て
、
更
に
質
問
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
質
問
の
制
限
）

第
六
十
条
の
四
の
四

鑑
定
人
に
対
す
る
質
問
は
、
鑑
定
人
の
意
見
の
内
容
を
明
り
よ
う
に
し
、
又
は
そ
の
根
拠
を

確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

質
問
は
、
で
き
る
限
り
、
具
体
的
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

当
事
者
又
は
参
加
人
は
、
次
に
掲
げ
る
質
問
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る

質
問
に
つ
い
て
は
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

鑑
定
人
を
侮
辱
し
、
又
は
困
惑
さ
せ
る
質
問

二

誘
導
質
問

三

既
に
し
た
質
問
と
重
複
す
る
質
問

四

第
一
項
に
規
定
す
る
事
項
に
関
係
の
な
い
質
問

４

審
判
長
は
、
質
問
が
前
項
の
規
定
に
違
反
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、申
立
て
に
よ
り
又
は
職
権
で
、

こ
れ
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

第
一
項
の
方
法
に
よ
つ
て
鑑
定
人
に
意
見
を
述
べ
さ
せ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
鑑
定
人
が
出
頭
し
た
場
所
を

調
書
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
十
条
の
五
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
異
議
）

第
六
十
条
の
五
の
二

当
事
者
又
は
参
加
人
は
、
第
六
十
条
の
四
の
三
第
一
項
、
第
三
項
た
だ
し
書
及
び
第
四
項
、

第
六
十
条
の
四
の
四
第
四
項
、
前
条
並
び
に
第
六
十
条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
八
条
の
九
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
審
判
長
の
審
判
に
対
し
、
異
議
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
異
議
に
対
し
て
は
、
審
判
官
は
、
決
定
で
、
直
ち
に
審
判
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
十
条
の
六
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
証
人
尋
問
の
規
定
の
準
用
）

第
六
十
条
の
六

第
五
十
八
条
の
三
の
規
定
は
鑑
定
人
の
呼
出
状
に
つ
い
て
、
第
五
十
八
条
の
四
の
規
定
は
鑑
定
人

に
期
日
に
出
頭
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
つ
い
て
、
第
五
十
八
条
の
五
第
二
項
、
第
三
項
及

び
第
五
項
の
規
定
は
鑑
定
人
に
宣
誓
を
さ
せ
る
場
合
に
つ
い
て
、
第
五
十
八
条
の
九
、
第
五
十
八
条
の
十
一
、
第

五
十
八
条
の
十
二
、
第
五
十
八
条
の
十
四
及
び
第
五
十
八
条
の
十
五
の
規
定
は
鑑
定
人
に
口
頭
で
意
見
を
述
べ
さ

せ
る
場
合
に
つ
い
て
、
第
五
十
八
条
の
十
七
の
規
定
は
特
許
法
第
百
五
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
民
事
訴
訟
法

第
二
百
七
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
鑑
定
人
の
尋
問
に
代
え
て
書
面
の
提
出
を
さ
せ
る
場
合
に
つ
い
て
、
第
五
十
八

条
の
十
八
の
規
定
は
受
命
審
判
官
が
鑑
定
人
に
意
見
を
述
べ
さ
せ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
六
十
九
条
第
三
項
中
「
第
百
七
条
第
四
項
」
を
「
第
百
七
条
第
三
項
」
に
、「
特
許
料
納
付
書
に
国
等
以
外
の
者

の
持
分
の
割
合
を
」
を
「
国
を
含
む
者
の
共
有
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
国
以
外
の
者
の
持
分
の
割
合
を
、
同
法
第

百
九
条
の
規
定
又
は
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
る
減
免
を
受
け
る
者
を
含
む
者
の
共
有
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
減
免

を
受
け
る
者
の
持
分
の
割
合
を
そ
れ
ぞ
れ
特
許
料
納
付
書
に
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
産
業
再
生
法
第
三
十
二

条
又
は
産
業
技
術
力
強
化
法
第
十
六
条
第
一
項
」
を
「
大
学
等
技
術
移
転
促
進
法
第
十
三
条
第
三
項
、
産
業
再
生
法

第
三
十
二
条
又
は
産
業
技
術
力
強
化
法
第
十
六
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
」
に
改
め
、同
条
第
五
項
中「
第

十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
十
六
条
第
一
項
第
四
号
若
し
く
は
第
五
号
又
は
第
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。
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